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公文書の一部開示決定に対する審査請求に係る諮問について（答申） 

 

 

令和２年６月１１日付け松教生企第５８号をもって諮問のあった公文書一部

開示決定（以下「本件処分」という。）に対する審査請求（以下「本件審査請

求」という。）について、別紙のとおり答申する。 

 

  



１ 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

松戸市教育委員会は、本件処分を取り消し、改めて開示決定等をすべきで

ある。 

 

２ 本件審査請求までの経過 

⑴ 審査請求人は、令和２年１月１５日付け公文書開示請求書により、「常

盤平第一小学校の教員・〇〇〇〇氏の担当する学級に係る学級通信や学年

通信や学校通信に係る公文書一切。 

その廃棄記録、上記の添付文書、上記の関連文書、上記に順ずる文書

等々、とにかく全て、ひろく解釈して御特定下さい。 

なお、非開示・部分開示・不存在・存否応答拒否・適用除外について

は、全てその通知が必要です。請求した情報を全部であれ一部であれ廃棄

した場合には、当該情報は廃棄したということを示す情報も全て開示請求

の対象に含めます。そして、いかなる決定であれ、当該情報の保存期間お

よび保存期間の変更および保存期間に関する分類等および保存期間に関す

る分類等の変更等々を示す情報も全て開示請求の対象に含めます。」につ

いて、松戸市情報公開条例（平成１３年松戸市条例第３０号。以下「条

例」という。）第６条第１項の規定により、本件公文書の開示請求（以下

「本件開示請求」という。）をした。 

⑵ 本件開示請求に対して、令和２年１月２９日付け公文書一部開示決定通

知書により、本件処分を行った。 

⑶ 審査請求人は、本件処分を不服として、令和２年４月１日付け審査請求

書により、本件審査請求を行った。 

⑷ 審査請求人は、令和２年７月１７日付け反論書を提出した。 

 

３ 本件審査請求の趣旨及び理由 

審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

⑴ 本件審査請求の趣旨 

本件処分を取り消して、請求対象文書をさらに特定したうえで、請求し

た情報は、全て開示するとの裁決を求める。 

公益上の理由による裁量的開示を実施することを求める。 

⑵ 本件審査請求の理由 

文書の探索が不十分であるか、または、対象文書を情報公開の適用除外

か解釈上の不存在と判断することが違法である。対象情報が本件で特定さ



２ 

れたもので尽くされているとは到底考えられない。実際、処分庁は、かね

てから文書の特定漏れを繰り返してきた。 

本件非開示箇所は、生徒、ＰＴＡの役員ではない保護者の氏名とその顔

写真を除いて、いずれも、条例第７条第２号にも他の非開示事由にも全て

該当しないか、たとえ該当したとしても、開示を定めたただし書き全てに

該当する。 

理由附記には個人の氏名写真等とあるが、如何なる個人なのかにつき明

記がないうえ、教職員の氏名は開示になっているなど、対象公文書に記載

された個人の氏名全てが非開示とされているわけではないし、「氏名写真

等」の「等」が何なのかを明記すべきであった。したがって、理由附記の

点でも不備があり、条例第１０条第２項及び第３項並びに松戸市行政手続

条例（平成８年松戸市条例第１６号）第８条各項並びに第１４条第１項及

び第３項に違反する。 

顔写真については、職務遂行中の公務員の顔写真は、条例第７条第２号

ただし書きウ「当該職務遂行の内容に係る部分」に該当する。 

写真全体が非開示とされているが、職務遂行中の公務員ではない個人の

顔の部分だけ非開示としつつその余の箇所（背景や服装や職務遂行中の公

務員の顔など）は条例第８条各項の規定により一部開示を実施すべきであ

る。 

 

４ 処分庁の説明 

処分庁の説明は、おおむね次のとおりである。 

⑴ 本案の弁明の趣旨  

本件審査請求を棄却することを求める。 

⑵ 本件処分の理由 

ア 文書の特定について 

開示請求文書について、特定した文書は、平成２８年度から平成３０

年度の学級通信、学年通信、学校通信、夏休みだより、冬休みだより、

春休みだよりのとおりである。 

イ 非開示理由について 

非開示部分には、個人の氏名写真等が記録されている。これらについ

て、児童及び保護者は、学年や学校内にかかわる者の範囲で共有するこ

とを前提に掲載を認めるものであり、それ以外の第３者に開示されるこ

とは想定していない。また、公務員であっても、みだりに顔写真の開示

を認めるものではない。 

よって、これらは個人に関する情報であって、特定の個人を識別する
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ことができることから、条例第７条第２号に該当するため、非開示とし

た。 

また、「氏名写真等」の「等」は、休業や学生ボランティアの該当者

を意味しており、開示の際には、請求人に対し、すべての文書の一枚一

枚について、非開示理由を説明している。 

ウ その他 

なお、審査請求の趣旨の項に記載されている裁量的開示については、

条例においてこのような規定はなく、主張自体失当である。 

 

５ 審査会の判断  

本件処分に対する審査会の判断は、次のとおりである。 

⑴ 非開示部分について 

ア 写真について 

(ｱ) 条例第７条第２号は、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該

事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することが

できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する

ことができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別するこ

とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する

おそれがあるもの。」と規定している 

「個人に関する情報」とは、広く「個人に関する情報であって、特

定の個人を識別することができる情報」である氏名、住所、生年月日

等のほか、個人を識別できる画像、映像、音声等も含まれる。したが

って、特定の個人を識別することができる写真、すなわち児童の顔が

写っている画像については、非開示となる個人情報に該当する。 

この点、顔が写っている場合において、いかなる大きさの画像や解

像度の画像であれば個人を識別できるかが問題となるが、どれくらい

の大きさ、解像度であれば個人を特定できるかについて一律の判断基

準を設けることは難しいことを考慮すると、本件においては児童の顔

が写っている画像については大きさ等にかかわらず非開示にすべきと

考える。 

(ｲ) 本件においては、特定の個人（児童）が識別される写真につい

て、画像全体が黒塗りされていることから、審査請求人は、写真に写

っている児童等の顔のみを黒塗りし、その余の部分については開示す

べきと主張している。 

条例第８条第１項は、「実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に

非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されて
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いる部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対

し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」と規定し

ている。 

「容易に区分して除くことができる」とは、非開示情報に係る部分

とそれ以外の部分とを分離することが、物理的、技術的に困難でな

く、また時間、経費などから考えても著しい負担を擁しないと判断さ

れる場合をいう。 

(ｳ) 当審査会においてインカメラ審理を実施し、児童が写っている写

真について確認したところ、非開示とされた写真にはいずれも複数の

児童が写っていた。これらの写真は、文書の一部として掲載されてい

る小さな画像であり、その画像の中に多数写っている児童の顔のみを

選択し、その部分を黒塗りすることは、困難かつ時間を要する作業で

あり、著しい負担を求めるものであると解する。また、写真中の児童

の占める割合（面積的な割合）等を考えると、写真全体を非開示とし

たことも不合理であるとは言えない。したがって、児童が写っている

写真を非開示としたことは妥当である。 

イ 氏名について 

(ｱ) 氏名は個人情報であるが、審査請求人は児童およびＰＴＡの役員

でない保護者以外の氏名は条例第７条第２号ただし書に該当すること

から開示すべきと主張している。 

当審査会においてインカメラ審理を実施したところ、児童とＰＴＡ

の役員でない保護者を除いて非開示となっているのは、①休職者、②

なかよし学級補助員、③教職たまご研修生、の氏名であった。 

(ｲ) ①休職者は、常盤平第一小学校の教職員であり、公務員であるこ

とから条例第７条第２号ただし書ウに該当する。そして、条例第７条

第２号ただし書ウは、公文書には公務遂行の主体である公務員の職務

活動の過程や結果が記録されていることが多く、市の諸活動を説明す

る責務を全うするという観点から、例外的に行為の主体たる公務員の

個人情報の開示を認めたものである。そして、当該規定は、具体的な

職務の遂行との直接の関連を有する情報を対象とするものであり、公

務員に関する情報であっても、職員の健康情報や休暇情報は、職務遂

行情報に係る情報には含まれないと解する。したがって、休職者の氏

名は開示すべきであるが、休職理由に該当する部分は非開示となると

解する。 

(ｳ) ②なかよし学級補助員の身分は、市の会計年度任用職員であり公

務員である。なかよし学級補助という職務活動に関する事項であるこ
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とから、なかよし学級補助員の氏名は条例第７条第２号ただし書ウに

該当し、開示すべきである。 

(ｴ) ③教職たまご研修生は、千葉県から派遣された研修生であるが、

教員免許取得を前提とした大学生であり、公務員ではない。また条例

第７条第２号のただし書ア・イにも該当しないことから、非開示とな

る。 

(ｵ) 本件では、「なかよし学級補助」といった職務内容、「教職たまご

（研修生）」といった身分の名称も非開示となっている。しかし、こ

れらについては、非開示事項には該当しない。また、容易に区分し、

開示することが可能であることから、これらの部分については開示す

べきである。 

⑵ 文書の特定について 

審査請求人は、特定した文書以外についても対象文書が存在している旨

主張している。 

当審査会において、処分庁に対して意見聴取とともにインカメラ審理を

行い、特定した文書以外の文書の存在について確認したが、処分庁の説明

に不自然な点は、認められなかった。 

⑶ 理由附記について 

条例第１０条第３項は、「全部又は一部を開示しないときは、開示請求

者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならな

い。この場合においては、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を

適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解されるものとしなければな

らない。」と規定している。とすると、理由附記にあたっては、①開示し

ない根拠条文、②当該条文を適用する根拠、を記載する必要がある。 

本件処分においては、公文書一部開示決定通知書の別紙において、①非

開示条項、②適用する根拠は示されており、理由附記不備の違法は認めら

れない。 

⑷ 裁量的開示について 

審査請求人の主張する裁量的開示については、条例に規定を欠くため適

用できない。 

 

６ 結論 

以上により、審査会としては、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 
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別 紙 

審査会の処理経過 

 

年  月  日 内  容 

令和 ２年 ６月１１日 諮問書の受理 

令和 ７年 ３月１７日 第１回審査会（諮問の報告・審議）  

令和 ７年 ４月２４日 第２回審査会（審議）  

令和 ７年 ５月２２日 第３回審査会（審議・意見陳述） 

令和 ７年 ６月２４日 第４回審査会（審議・理由説明） 

令和 ７年 ７月２４日 第５回審査会（審議） 

 

 


